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〔ファクスだより〕
『
船
員
行
政
ニ
ュ
ー
ス
』

国
土
交
通
省
海
事
局

船

員

政

策

課

令
和
５
年
２
月
に
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を

                       

お
送
り
し
ま
す

　
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
、
船
員
保
険
を
利
用
し
て
受
診
さ
れ
た
医
療

機
関
な
ど
の
名
称
、
医
療
費
の
総
額
な
ど
を
記
載
し
た
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」
を
お
送
り
し
ま
す
。
確
定
申
告
等
（
医
療
費
控
除
の
申

告
）
に
て
使
用
が
可
能
で
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
次
第
、
保
管
く

だ
さ
い
。

【
お
知
ら
せ
の
内
容
】

　
医
療
費
の
お
知
ら
せ
で
は
、
令
和
３
年
10
月
か
ら
令
和
４
年
９
月

ま
で
（
※
）
に
、
医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
た
際
の
医
療
費
の
総
額
等

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
※
こ
の
期
間
に
受
診
が
な
い
場
合
や
、
作
成
時
点
（
12
月
中
旬
）

に
お
い
て
船
員
保
険
の
資
格
が
な
い
方
（
退
職
者
・
新
規
採
用
者

等
）
に
は
、
お
知
ら
せ
の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
よ
り
令
和
４
年
10
月
～
12
月
分
ま
で
の
医
療
費

情
報
の
閲
覧
が
可
能
で
す
。
（
※
）

　
今
回
お
送
り
す
る
医
療
費
の
お
知
ら
せ
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
閲

覧
で
き
る
医
療
費
情
報
を
基
に
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
税
務
署
へ

令
和
４
年
度
の
確
定
申
告
等
（
医
療
費
控
除
の
申
告
）
が
可
能
で
す
。

　
　
※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
連
携
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
の
連
携
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
し
て
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
特
設
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
お
知
ら
せ
の
発
送
時
期
】

　
令
和
５
年
１
月
末
ご
ろ
に
発
送
予
定
で
す
。
　

【
お
知
ら
せ
の
送
付
先
】

お
勤
め
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
さ
ま
と
そ
の
ご
家
族

 

被
保
険
者
さ
ま
ご
と
に
封
緘
（
か
ん
）
し
た
お
知
ら
せ
を
、
お
勤
め

先
の
船
舶
所
有
者
さ
ま
宛
に
お
送
り
し
ま
す
。

疾
病
任
意
継
続
保
険
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者
さ
ま
と
そ
の
ご
家
族

 

被
保
険
者
さ
ま
の
住
所
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
　 

※
こ
の
記
事
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
資
料
を
基
に
作
成


